
 
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）
 

        

目
 
 
次
 

 
告
 
示
 

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
一
二

 

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
 

 
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
一
二

 

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
 

 
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
一
三

 

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
が
指
定
を
辞
退
し
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
一
三

 

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
施
術
者
を
指
定
し
た
件
二
件
 
 
 
 
 
 
 
 
三
一
三

 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
 

た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
一
三

 

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
一
四

 

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
一
四

 

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
一
四

 

公
 
告
 

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件
二
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
一
四

○
肥
料
を
登
録
し
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
一
五

○
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
を
実
施
す
る
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
一
五

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
一
五

○
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
一
六

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
 

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
及
び
三
分
の
一
の
数
並
び
に
福
 

島
県
議
会
議
員
選
挙
区
別
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
 

を
告
示
す
る
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
一
六

 

○
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
一
七

 

 

告
 
 
示
 

 福
島
県
告
示
第
四
百
二
十
七
号
 

 
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。） に
よ
り
、

医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
九
月
十
四
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

名
 
 
 
称
 
 
 
 
 
 
 
 
所
 
 
 
在
 
 
 
地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
指
定
年
月
日
 

高
橋
医
院
 
 
 
 
 
 
 
 
 
南
会
津
郡
南
会
津
町
田
島
字
中
町
甲
三
九
〇
五
 
 
平
成
二
四
年
七
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
月
一
日
 

飯
寺
フ
ァ
ミ
リ
ー
歯
科
ク
リ
ニ
 
会
津
若
松
市
門
田
町
大
字
飯
寺
字
村
東
一
〇
八
〇
 
同
 
 
 
年
六
 

ッ
ク
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
四
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
月
一
日
 

新
白
河
歯
科
口
腔
外
科
医
療
ク
 
白
河
市
新
白
河
四
―
五
八
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同
 

リ
ニ
ッ
ク
 

水
野
谷
歯
科
医
院
 
 
 
 
 
 
西
白
河
郡
中
島
村
大
字
滑
津
字
元
村
七
八
―
一
 
 
同
 
 
 
年
七
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
月
二
三
日
 

フ
ァ
ー
マ
ラ
イ
ズ
薬
局
南
福
島
 
福
島
市
永
井
川
字
壇
ノ
腰
六
―
一
 
 
 
 
 
 
 
同
 
 
 
年
八
 

店
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
月
一
日
 

エ
ー
ル
薬
局
鹿
島
店
 
 
 
 
 
南
相
馬
市
鹿
島
区
寺
内
字
三
里
一
―
二
四
 
 
 
 
同
 

サ
ン
キ
ュ
ー
薬
局
 
 
 
 
 
 
石
川
郡
石
川
町
大
字
双
里
字
本
宮
七
一
―
一
 
 
 
同
 
 
 
年
七
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
月
一
日
 

う
さ
ぎ
薬
局
野
田
町
店
 
 
 
 
福
島
市
野
田
町
一
―
一
三
―
五
四
 
 
 
 
 
 
 
同
 
 
 
年
八
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
月
一
六
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
社
会
福
祉
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
四
百
二
十
八
号
 

 
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。） に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。
 

平
成
二
十
四
年
九
月
十
四
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

財
団
法
人
竹
田
綜
合

財
団
法
人
竹
田
綜
合

病
院
 

変
 
 
更
 
 
前
 

芦
ノ
牧
温
泉
病
院

竹
田
綜
合
病
院
 

変
 
 
更
 
 
後
 

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
称
 

会
津
若
松
市
大
戸
町
大
字
芦
ノ
牧
字
壇
ノ

会
津
若
松
市
山
鹿
町
三
―
二
七
 

 

所
 
  在
 
 
地
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（
社
会
福
祉
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
四
百
二
十
九
号
 

 
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
( 中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
) に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
九
月
十
四
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

名
 
 
 
 
称
 
 
 
 
 
 
 
所
 
 
 
在
 
 
 
地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
廃
止
年
月
日
 

飯
寺
フ
ァ
ミ
リ
ー
歯
科
ク
リ
ニ
 
会
津
若
松
市
門
田
町
大
字
飯
寺
字
村
東
一
〇
八
〇
 
平
成
二
四
年
五
 

ッ
ク
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
四
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
月
三
一
日
 

く
す
り
の
サ
ン
キ
ュ
ー
薬
局
 
 
石
川
郡
石
川
町
大
字
双
里
字
桜
町
三
八
―
一
 
 
 
同
 
 
 
年
六
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
月
三
〇
日
 

フ
ァ
ー
マ
ラ
イ
ズ
薬
局
南
福
島
 
福
島
市
永
井
川
字
壇
ノ
腰
一
一
―
一
 
 
 
 
 
 
同
 
 
 
年
七
 

店
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
月
三
一
日
 

う
さ
ぎ
薬
局
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
市
野
田
町
一
―
一
三
―
五
四
 
 
 
 
 
 
 
同
 
 
 
年
八
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
月
一
五
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
社
会
福
祉
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
四
百
三
十
号
 

 
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三

十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
) 

に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
は
当
該
指
定
を
辞
退
し
た
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
九
月
十
四
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

名
 
 
 
称
 
 
 
 
 
 
 
 
所
 
 
 
在
 
 
 
地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
指
定
辞
退
年
月
日
 

医
療
法
人
シ
ン
ド
ウ
歯
科
 
 
 
会
津
若
松
市
栄
町
六
―
八
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
二
四
年
八
月
三
 

一
日
 

（
社
会
福
祉
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
四
百
三
十
一
号
 

 
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
で
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条

の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護

法
の
規
定
を
含
む
。
) に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
あ
ん

摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
九
月
十
四
日
 

                                             
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
  平
 

氏
 
名
 
 
 
 
住
 
 
所
 
 
 
 
 
施
術
所
名
 
 
 
施
術
所
の
所
在
地
 
 
 
指
定
年
月
日
 

阿
部
 
俊
之
 
 
福
島
市
飯
野
町
大
久
 
あ
い
の
手
福
島
 
福
島
市
丸
子
字
東
前
一
 
平
成
二
四
年
九
 

保
字
田
端
一
二
―
二
 
店
 
 
 
 
 
 
〇
―
二
 
 
 
 
 
 
 
月
一
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
社
会
福
祉
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
四
百
三
十
二
号
 

 
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
で
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条

の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護

法
の
規
定
を
含
む
。
) に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
柔
道

整
復
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
九
月
十
四
日
 

                                             
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
  平
 

氏
 
名
 
 
 
 
住
 
 
所
 
 
 
 
 
施
術
所
名
 
 
 
施
術
所
の
所
在
地
 
 
 
指
定
年
月
日
 

山
川
 
裕
紀
 
 
郡
山
市
大
槻
町
字
堀
 
明
徳
館
接
骨
院
 
須
賀
川
市
本
町
三
―
一
 
平
成
二
四
年
九
 

切
西
二
―
一
〇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
月
一
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
社
会
福
祉
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
四
百
三
十
三
号
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
四
年
九

月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
一
月
十
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く

り
課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
情
報

管
理
課
市
民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
九
月
十
四
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
  雄
 
平
 

一
  大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

夢
・
タ
ウ
ン
・
飯
坂
 
福
島
県
福
島
市
飯
坂
町
字
月
崎
町
十
二
番
四
 

二
  変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
 

１
 
駐
輪
場
の
位
置
 

（
変
更
前
）
別
紙
図
面
の
と
お
り
 

（
変
更
後
）
別
紙
図
面
の
と
お
り
 

三
 
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
 
 

平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
 

四
 
届
出
年
月
日
 

病
院
附
属
芦
ノ
牧
温

泉
病
院
 

 

下
八
一
一
―
一
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平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
九
日
 

五
 
届
出
を
し
た
者
 

株
式
会
社
い
ち
い
 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
四
百
三
十
四
号
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

四
年
九
月
十
四
日
か
ら
同
年
十
月
十
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
須
賀
川
市
産
業
部
商
工

労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
九
月
十
四
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
  雄
 
平
 

一
  意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

株
式
会
社
カ
ワ
チ
薬
品
須
賀
川
店
 
福
島
県
須
賀
川
市
陣
場
町
一
番
地
ほ
か
 

二
  法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
須
賀
川
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
 

意
見
な
し
。
 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
四
百
三
十
五
号
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
四
年
九
月
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
九
月
十
四
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 
 

（
道
路
計
画
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
四
百
三
十
六
号
 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の
 

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
四
年
九
月
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
九
月
十
四
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

（
道
路
計
画
課
）
 

 

公
 
 
告
 

 公
告
第
二
百
六
十
七
号
 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
九
月
十
四
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
 

平
成
二
十
四
年
九
月
四
日
 

二
 
名
称
 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ウ
ィ
メ
ン
ズ
ス
ペ
ー
ス
ふ
く
し
ま
 

三
 
代
表
者
の
氏
名
 

苅
米
 
照
子
 

四
 
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

福
島
県
郡
山
市
池
ノ
台
十
六
番
五
号
ク
ラ
イ
ネ
シ
ュ
ロ
ス
二
〇
六
号
 

五
 
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
 

こ
の
法
人
は
、
女
性
の
人
権
を
守
り
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
と
ら
わ
れ
な
い
多
様
な
生
き
方
を
認
め
あ

う
社
会
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

（
文
化
振
興
課
）
 

 公
告
第
二
百
六
十
八
号
 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
九
月
十
四
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
 

平
成
二
十
四
年
九
月
三
日
 

二
 
名
称
 

県
道
船
引

大
越
小
野

線
 

路

線

名
 

田
村
市
船
引
町
今
泉
字
鳥

足
三
六
番
地
先
か
ら
 

同
 
市
船
引
町
今
泉
字
後

田
一
六
四
番
一
地
先
ま
で
 

区
 
 
 
 
 
 
間
 

変
更
後
 

変
更
前
 

変
更
前
変

更
後
の
別

 
 
一
一
・
五
〜

三
六
・
五

 
 
一
一
・
五
〜

三
六
・
五

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

二
三
五
・
四

二
三
五
・
四

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
船
引
大
越
小
野

線
 路

 
線
 
名
 

田
村
市
船
引
町
今
泉
字
鳥
足
三
六
番
地
先
か
ら
 

同
 
市
船
引
町
今
泉
字
後
田
一
六
四
番
一
地
先
ま

で
 

供

用

開

始

の

区

間
 

平
成
二
四
年
九
月

一
四
日
 

供
用
開
始
の
期
日
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Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
と
っ
こ
す
 

三
 
代
表
者
の
氏
名
 

佐
藤
 
京
子
 

四
 
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

福
島
県
伊
達
市
保
原
町
字
竹
内
町
八
十
一
番
地
四
 

五
 
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
 

こ
の
法
人
は
、
屋
内
遊
戯
施
設
の
建
設
・
運
営
事
業
を
通
じ
て
、
地
域
の
子
ど
も
た
ち
の
健
全
育

成
を
図
る
と
と
も
に
、
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
を
図
り
、
地
域
社
会
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。
 

（
文
化
振
興
課
）
 

 公
告
第
二
百
六
十
九
号
 

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
肥
料
を
次
の
と
お

り
登
録
し
た
。
 

平
成
二
十
四
年
九
月
十
四
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

（
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
）
 

 公
告
第
二
百
七
十
号
 

 
砂
利
採
取
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
砂
利
採
取

業
務
主
任
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
九
月
十
四
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 
 

一
 
試
験
日
時
 

 
 
平
成
二
十
四
年
十
一
月
九
日
（
金
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で
 

二
 
試
験
場
所
 

 
 
福
島
県
庁
本
庁
舎
五
階
正
庁
（
福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号
）
 

三
 
受
験
願
書
の
提
出
期
間
 

 
 
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
同
月
十
九
日
ま
で
（
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
同
月
十
九
日
ま
で
の
 

 
通
信
日
付
印
の
あ
る
も
の
を
有
効
と
す
る
。
）
 

四
 
受
験
手
数
料
 

 
 
受
験
手
数
料
は
、
七
千
六
百
円
と
し
、
相
当
金
額
の
福
島
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
の
所
定
の
欄
 

に
貼
っ
て
納
入
す
る
こ
と
（
消
印
は
し
な
い
こ
と
。
）
。
 

五
 
そ
の
他
 

 
 
受
験
願
書
等
の
用
紙
は
、
福
島
県
土
木
部
企
画
技
術
総
室
技
術
管
理
課
建
設
産
業
室
及
び
福
島
県
 

建
設
事
務
所
（
相
馬
港
湾
建
設
事
務
所
、
小
名
浜
港
湾
建
設
事
務
所
、
県
北
流
域
下
水
道
建
設
事
務
 

所
及
び
県
中
流
域
下
水
道
建
設
事
務
所
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
で
配
布
し
、
受
付
は
、
福
島
県
土
 

木
部
企
画
技
術
総
室
技
術
管
理
課
建
設
産
業
室
で
行
う
。
な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
福
島
県
土
木
 

部
企
画
技
術
総
室
技
術
管
理
課
建
設
産
業
室
又
は
福
島
県
建
設
事
務
所
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
技
術
管
理
課
建
設
産
業
室
）
 

                   

840 

登
録
番
号
 

（
福
島
県
） 混

合
有

機
質
肥

料
 

肥
料
の
 

種
類
 

こ
だ
ま

混
合
有

機
440 

肥
料
の
 

名
称
 

4.0 

窒
素

全
量
 

4.0 

り
ん

酸
全

量
 

－
 

－
 

保
証
成
分
量
 

（
％
）
 

含
有
を
許
さ

れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量

及
び
そ
の
他

の
制
限
事
項

は
、
公
定
規

格
の
と
お

り
。
 

そ
の
他
 

の
規
格
 

大
栄
物

産
株
式

会
社
 

氏
名
又

は
名
称
 

東
京
都
江

東
区
佐
賀

１
丁
目
７

番
５
号
 

住
 
所
 

平
成
27
年

８
月
26
日

登
録
の
有

効
期
限
 

公
告
第
２
７
１
号
 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
物
品
等
の
購
入
に
つ
い
て
、
次
の
と

お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定

め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第
372号

。
以
下
「
特
例
政
令
」
と
い
う
。
）
第
11条

及
び
福
島
県
財

務
規
則
（
昭
和
39年

福
島
県
規
則
第
17号

）
第
274条

の
11第

１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
 

平
成
24年

９
月
14日

 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

１
 
落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量
 

(1) 
ロ
ー
タ
リ
除
雪
車
Ⅰ
（
2.2m

級
）
 
１
台
 

(2) 
ロ
ー
タ
リ
除
雪
車
Ⅲ
（
2.6m

級
）
 
１
台
 

(3) 
除
雪
ド
ー
ザ
Ⅰ
（
16t級

）
 
１
台
 

(4) 
除
雪
ド
ー
ザ
Ⅱ
（
13t級

）
 
１
台
 

(5) 
除
雪
ド
ー
ザ
Ⅲ
（
16t級

）
 
１
台
 

(6) 
除
雪
ド
ー
ザ
Ⅳ
（
16t級

）
 
２
台
 

(7) 
除
雪
ド
ー
ザ
Ⅴ
（
19t級

）
 
１
台
 

２
 
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地
 

福
島
県
出
納
局
入
札
用
度
課
 
福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

 
３
 
落
札
者
を
決
定
し
た
日
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福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
 

 福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
二
号
 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
、
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十

一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分

の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
並
び
に
地
方
自
治
法
第

八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
福
島
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
別
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の

一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
平
成
二
十
四
年
九
月

五
日
現
在
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
九
月
十
四
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
委
員
長
 
菊
 
地
 
俊
 
彦
 

一
 
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
 
三
二
、
五
二
三
 

二
 
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
 

は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
 

合
算
し
て
得
た
数
）
 
三
三
七
、
六
八
四
 

三
 
福
島
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
別
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
 

平
成
24年

７
月
６
日
 

４
 
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所
 

(1)  １
の

(1)に
掲
げ
る
物
品
等
 
会
津
自
動
車
工
業
株
式
会
社
 
福
島
県
会
津
若
松
市
一
箕
町
大
字
 

亀
賀
字
郷
之
原
224番

地
 

(2)  １
の

(2)に
掲
げ
る
物
品
等
 
会
津
自
動
車
工
業
株
式
会
社
 
福
島
県
会
津
若
松
市
一
箕
町
大
字
 

亀
賀
字
郷
之
原
224番

地
 

(3)  １
の

(3)に
掲
げ
る
物
品
等
 
Ｔ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社
 
大
阪
府
大
阪
市
西
区
京
町
堀
一
丁
目
15番

10 
号
 

(4)  １
の

(4)に
掲
げ
る
物
品
等
 
Ｔ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社
 
大
阪
府
大
阪
市
西
区
京
町
堀
一
丁
目
15番

10 
号
 

(5)  １
の

(5)に
掲
げ
る
物
品
等
 
Ｔ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社
 
大
阪
府
大
阪
市
西
区
京
町
堀
一
丁
目
15番

10 
号
 

(6)  １
の

(6)に
掲
げ
る
物
品
等
 
コ
マ
ツ
福
島
株
式
会
社
 
福
島
県
郡
山
市
字
下
亀
田
16番

地
３
 

(7)  １
の

(7)に
掲
げ
る
物
品
等
 
株
式
会
社
Ｋ
Ｃ
Ｍ
Ｊ
 
兵
庫
県
加
古
川
市
平
岡
町
土
山
509番

地
の

１
 

５
 
落
札
金
額
 

(1)  １
の

(1)に
掲
げ
る
物
品
等
  21,525,000円

 
(2)  １

の
(2)に
掲
げ
る
物
品
等
  23,478,000円

 
(3)  １

の
(3)に
掲
げ
る
物
品
等
  14,616,600円

 
(4)  １

の
(4)に
掲
げ
る
物
品
等
  13,954,500円

 
(5)  １

の
(5)に
掲
げ
る
物
品
等
  18,270,000円

 
(6)  １

の
(6)に
掲
げ
る
物
品
等
 
33,390,000円

 
(7)  １

の
(7)に
掲
げ
る
物
品
等
 
22,764,000円

 
６
 
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
 

一
般
競
争
入
札
 

７
 
特
例
政
令
第
６
条
の
公
告
を
行
っ
た
日
 

平
成
24年

５
月
25日

 
（
入
札
用
度
課
）

公
告
第
２
７
２
号
 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
物
品
等
の
購
入
に
つ
い
て
、
次
の
と

お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続

の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第
372号

。
以
下
「
特
例
政
令
」
と
い
う
。
）
第
11条

及
び
福

島
県
財
務
規
則
（
昭
和
39年

福
島
県
規
則
第
17号

）
第
274条

の
11第

１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

平
成
24年

９
月
14日

 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

１
 
随
意
契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量
 

(1) 
除
雪
グ
レ
ー
ダ
Ⅰ
（
3.1m

級
）
 
１
台
 

(2) 
除
雪
グ
レ
ー
ダ
Ⅱ
（
3.1m

級
）
 
１
台
 

２
 
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地
 

福
島
県
出
納
局
入
札
用
度
課
 
福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

 
３
 
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
 

平
成
24年

７
月
６
日
 

４
 
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所
 

(1)  １
の

(1)に
掲
げ
る
物
品
等
 
キ
ャ
タ
ピ
ラ
ー
東
北
株
式
会
社
 
宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
上
杉
二
 

丁
目
１
番
８
号
 

(2)  １
の

(2)に
掲
げ
る
物
品
等
 
キ
ャ
タ
ピ
ラ
ー
東
北
株
式
会
社
 
宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
上
杉
二
 

丁
目
１
番
８
号
 

５
 
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額
 

(1)  １
の

(1)に
掲
げ
る
物
品
等
  20,370,000円

 
(2)  １

の
(2)に
掲
げ
る
物
品
等
  20,475,000円

 
６
 
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
 

随
意
契
約
 

７
 
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由
 

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
22年

政
令
第
16号

）
第
167条

の
２
第
１
項
第
８
号
該
当
 

（
入
札
用
度
課
）
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を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
 
 

一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
 

 福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
三
号
 

 
福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程
（
昭
和
四
十
年
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号
）
第
八
条

第
四
項
（
第
百
八
条
、
第
百
九
条
第
一
項
、
第
百
十
条
第
一
項
、
第
百
十
一
条
第
一
項
又
は
第
百
十
二
 

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
不
在
者
投
票
の
で
き

る
施
設
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
九
月
十
四
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
 
 
 

委
員
長
 
菊
 
地
 
俊
 
彦
 

                                   

二

本

松

市
 

相
馬
市
相
馬
郡
新
地
町
 

喜
多
方
市
耶
麻
郡
 

須
賀
川
市
岩
瀬
郡
 

白
河
市
西
白
河
郡
 

い

わ

き

市
 

郡

山

市
 

会

津

若

松

市
 

福

島

市
 

選
 
 
挙
 
 
区
 

一
六
、
一
八
二
 

一
二
、
一
二
八
 

二
二
、
六
四
六
 

二
六
、
三
〇
六
 

三
〇
、
三
七
九
 

九
二
、
一
二
四
 

八
七
、
八
七
七
 

三
三
、
六
八
〇
 

七
七
、
八
八
七
 

 

双

葉

郡
 

石

川

郡
 

東

白

川

郡
 

大

沼

郡
 

河

沼

郡
 

南

会

津

郡
 

本

宮

市

安

達

郡
 

伊

達

市

伊

達

郡
 

南
相
馬
市
相
馬
郡
飯
舘
村
 

田

村

市

田

村

郡
 

選
 
 
挙
 
 
区
 

一
八
、
八
六
七
 

一
二
、
〇
二
九
 

九
、
五
五
六
 

八
、
二
〇
六
 

六
、
七
二
二
 

八
、
四
〇
八
 

一
〇
、
六
六
二
 

二
八
、
八
五
九
 

二
〇
、
〇
六
四
 

一
九
、
四
五
九
 

 

変
 
 
更
 
 
前
 

変
 
 
更
 
 
後
 

変
 
更
 
年
 
月
 
日
 

財
団
法
人
石
城
精
神
医
学
研

究
所
附
属
新
田
目
病
院
 

一
般
財
団
法
人
新
田
目
病
院
 
平
成
二
四
年
八
月
一
日
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